
                                                                令和４年４月１３日 

保護者 様 

                                                  伊東市立大池小学校 

校長 力 石 和 彦 

 

令和４年度 大雨・強風等のために登下校が危険と考えられる場合の対応について 

 

  陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

 さて、標題の件について伊東市教育委員会から示されている基本方針を受けて、本校の対

応を下記のとおりとするのでお知らせいたします。 

 

                                      記 

 

１ 市教育委員会の基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本校の対応 

（１）午前６時の段階で、伊東市に以下の警報が発令されている場合は、次のようにします。 

   ア『特別警報』       臨時休校 

   イ『大雨警報』『暴風警報』 自宅待機 ※マチコミでお知らせします。 

ウ『大雪警報』       登校について、マチコミでお知らせします。 

※ これら以外の警報の場合、基本的に通常登校です。 

（２）午前６時以降に上記警報が発令され、登校が難しい場合には、ご家庭の判断で自宅待

機とし、その旨を学校へご連絡ください。 

→ 児童の安否確認のため、必ず連絡をお願いします。 

（３）自宅待機の指示をした場合、警報解除の有無にかかわらず、午前８時３０分までに、

登校、自宅待機の継続、あるいは休校をマチコミで連絡します。 

 

３ その他 

（１）警報等の発令がなくても、居住地区や天候の急変、突発的な災害等により、登校が困

難であるとご家庭で判断した場合には、児童の安全を第一に考えた上で、自宅待機とし、

その旨を学校にご連絡ください。 

（２）給食については、前日に中止の決定をする場合があります。その場合、当日が登校に

なったとしても、弁当持参となります。 

（３）ご不明な点につきましては担当までお問い合わせください。 

（１）午前６時の段階で、伊東市に気象等に関する警報が出されている場合、以下のような対応

をする。 

 ①「特別警報」が発令されている場合、臨時休校とする。 

 ②「大雨警報」または「暴風警報」が発令されている場合、自宅待機とする。 

 ③「津波警報」が出されている場合、学区に津波浸水想定区域を有する学校は自宅待機（避難

指示等に従う）とし、その他は平常登校とする。 

 ④「大雪警報」が出されている場合、「自宅待機」とするか「平常登校」とするかは、各学校の

状況に応じて決定する。 

（２）災害等による停電や断水等が発生し、学校周辺において午前６時の時点で電気または水道

が不通となり、学校運営に支障を及ぼす場合、自宅待機とする。その後の対応については、

ライフラインの復旧状況等により判断する。保護者等への連絡については、学校メール及び

各校ホームページ等、使用可能な連絡手段を用いて行う。 

担当：大池小 教頭（牧野） 

電話：４５－００７６ 


